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5分で判る！ 
図解で判る！ 

資産 1,000 
（S株式100） 
（DTA 200） 

負債 500 

資本 500 

会社分割前 分割仕訳 会社分割後 

親会社 
（P社） 

子会社 
（S社） 

資産 ２８０ 
（DTA 80） 

負債 100 

資産 100 資本 100 

分割前 P社B/S 

分割前 S社B/S 

分割する資産・負債 

借方 貸方 

負債 100 資産 200 

資本 180 DTA 80 

借方 貸方 

資産 200 負債 100 

DTA 80 資本 180 

資産 720 
（S株式100） 
（DTA 120） 

負債 400 

資本 320 

分割後 P社B/S 

資産 380 
（DTA 80） 

負債 100 

資本 280 

分割後 S社B/S 

資産 1,000 
（DTA 200） 

負債 500 

資本 500 

連結B/S 

DTA＝繰延税金資産 

借方 貸方 

資本 100 S株式 100 

＜P社＞ 
移転事業の資産・負債の差額を株主資本から減少させる 
→減少させる内訳は意思決定機関の決定に基づく 
→（留意点）資本金、準備金の減少は株主総会決議事項 
＜S社＞ 
P社で減少した額と同額がS社の株主資本の増加額となる 
無対価なので、資本金、準備金を増加させることはできない 
→その他資本剰余金orその他利益剰余金を増加させる 
＜Point＞ 
移転事業に係る株主資本相当額から 
移転事業に係る繰延税金資産・負債を控除しない 
→P社F/Sで税引後利益への影響がでる（連結上は消去） 

移転事業に係る 
株主資本相当額 

180 

連結仕訳 

P社での会計処理 

S社での会計処理 

P社でもS社でも、「DTA 80」の仕訳を分割する必要はありませんが、 
「対価が子会社株式」の場合との会計処理の違いを理解するために分割しています。 
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会社分割後 決算仕訳 期末 

親会社 
（P社） 

子会社 
（S社） 

借方 貸方 

DTA 80 法税調 200 

資産 720 
（S株式100） 
（DTA 120） 

負債 400 

資本 320 

分割後 P社B/S 

資産 380 
（DTA 80） 

負債 100 

資本 280 

分割後 S社B/S 

資産 1,000 
（DTA 200） 

負債 500 

資本 500 

分割後 連結B/S 

借方 貸方 

資本 100 S株式 100 

連結仕訳 

P社での決算処理 
資産 800 
（S株式100） 
（DTA 200） 

負債 400 

資本 400 

期末 P社B/S 

資産 380 
（DTA 80） 

負債 100 

資本 280 

期末 S社B/S 

資産 1,000 
（DTA 200） 

負債 500 

資本 500 

期末 連結B/S 

借方 貸方 

資本 100 S株式 100 

法税調 80 DTA 80 

連結仕訳 

＜P社＞ 
期末において、S社株式の会計上の簿価と 
税務上の簿価の差額について税効果80を認識。 
 
→S社株式の会計上の簿価＜税務上の簿価なので。 
 
＞無対価の場合 
分割時点未計上 → 税後利益に影響あり。 
＞S社株式のみが対価の場合 
分割時点で計上 → 税後利益に影響なし。 
 
【留意点】 
無対価の場合は、対価がS社株式のみの場合と比べ、
税務上の簿価との差額が大きくなる。 
 
しかしこの場合の繰延税金資産の計上額は 
移転事業に関する繰延税金資産の計上額以上に 
計上されることはないものとされている。 
 
結果として、対価がS社株式のみの場合と同額になる 
 


